
今後もオンライン申請をする場合は、提出履歴も確認できるため、
新規登録し、ログインをすることを推奨します。

利用規約を確認し、同意する場合は☑を入れ
「申請に進む」を押してください。
同意しない場合は、紙で提出をしてください。



個人の発注者本人または発注者から会社を通さず個人への依頼の場合は「個人」
法人の発注者本人または発注者から会社への依頼の場合は「法人」を選択してください。



 当該工事に対して、初めて提出する届け出の場合は、「当初」を
選択してください。
（同じ工事で「新築」と「工作物」を初めて出す場合等もそれぞれ
で「当初」を選択してください。）

 一度届出をしたことのある、工事に対して変更の提出をする場合
は、「変更」を選択してください。

 工事着手時は届出対象外だったが、工事着手後に契約変更により
届出対象工事になった場合のみこちらを選択してください。
（選択後、記載欄が増えるので、概要を記載してください。）



 発注者が法人の場合は、商号のあとに代表者の肩書きと代表者名
もご記入ください。



 発注者自らが工事をする場合のみ、「自主施工」を選択してくだ
さい。



一つ前で「自主施工」を選択した場合は、この画面は出てきません。

 元請業者が法人の場合は、商号のあとに代表者の肩書きと代表者
名もご記入ください。

 建設業の許可で「解体工事」の許可の場合は、「建設業（許
可）」を選択してください。

 解体工事業の登録で解体工事をする場合は、「解体工事業（登
録）」を選択してください。
（解体工事業（登録）の場合は静岡県の登録のみ有効です。）





 補足説明が必要な時のみ記載をしてください。
（基本は未記入です。）

 添付の別表と数値を同じにしてください。
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 入力内容を確認して、申請をしてください。
この画面になれば、申請完了です。
市役所側で確認をしますので、お待ちください。


